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第1章 都市計画対象道路事業の名称 

 

（仮称）名古屋三河道路（西知多道路～名豊道路区間） 
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第2章 都市計画決定権者の名称 

都市計画決定権者の名称 ：愛知県 

代 表 者 の 氏 名：愛知県知事 大村 秀章 

住          所 ：愛知県名古屋市中区三の丸 3 丁目 1 番 2 号 
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第3章 都市計画対象道路事業の目的及び内容（事業特性） 

3.1 都市計画対象道路事業の目的 

（仮称）名古屋三河道路は、知多地域及び西三河南部地域を通る路線計画である。本事業

においては、西知多道路から名豊道路までの延長約 20 ㎞を対象として整備を行う。 

現在、知多地域と西三河南部地域を直接東西に結ぶ規格の高い道路が不足している状況で

ある。また、境川・衣浦港を渡る橋梁が少なく、かつ信号交差点が多いことから道路が混雑

しやすく、交通集中により交通事故が発生しやすい状況である。さらに、今後発生すると予

測される南海トラフ地震において、境川周辺の内陸部まで津波浸水被害が想定されており、

橋梁部周辺で道路ネットワークが寸断されることが懸念され、被災時の東西交通に支障が生

じる。 

上記を踏まえ、以下の４つの政策目標を設定している。 
 

1.定時性・速達性の向上による物流網の信頼性確保と交流域の拡大 

2.交通円滑化 

3.交通事故の減少 

4.災害時にも機能する信頼性の高い道路ネットワークの構築 

 

 

 

 

図 3-1 都市計画対象道路事業の位置 
  

 

高規格道路等 

一般国道 

 供用中  事業中 
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3.2 都市計画対象道路事業の内容 

3.2.1 都市計画対象道路事業の種類 

高速自動車国道または一般国道（自動車専用道路）の新設 

 

3.2.2 都市計画対象道路事業実施区域の位置 

(1)起終点 

起点：愛知県知多市 

終点：愛知県刈谷市または安城市 

 

(2)都市計画対象道路事業実施区域の位置 

当該事業により土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築が想定される範囲を「都

市計画対象道路事業実施区域」（以下、「事業実施区域」とする。）とし、その位置は、図 3-2

に示すとおりとする。
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3.2.3 都市計画対象道路事業の規模 

延長：約 20km 

 

3.2.4 都市計画対象道路事業に係る道路の車線の数 

車線数：4 車線 

 

3.2.5 都市計画対象道路事業に係る道路の設計速度 

設計速度：100km/時 

 

3.2.6 その他の都市計画対象道路事業の内容 

道路区分（種級）：第 1 種第 2 級（自動車専用道路） 
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(1)都市計画対象道路事業に係る構造の概要 

道路構造は、地表式、嵩上式を計画している。 

 

1)地表式（盛土構造の例） 

 

  

2)地表式（切土構造の例） 

 
 

3)嵩上式（橋梁・高架構造の例） 

 

[単位:m] 

注）現段階の想定であり、今後の見直しによって修正される可能性あり。  
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(2)インターチェンジ等の設置 

本事業において、インターチェンジ及びジャンクションの設置を計画している。 

 

(3)休憩所の設置 

本事業において、休憩所の設置の計画はない。 

 

(4)その他の対象事業の内容 

1)その他の道路構造及び付属施設の有無 

 

表 3-1 その他の道路構造及び付属施設の有無 

施設の構造 有無 概 要 

道路照明 有 橋梁部、インターチェンジ、ジャンクション等 

残土処理場 無 － 

消雪用揚水施設 無 － 

トンネル換気塔 無 － 

工事用道路 有 
工事用道路は、既存の幹線道路等を利用し、必要に応

じて仮設施設の設置等を検討する。 

    注）現段階の想定であり、今後の見直しによって修正される可能性あり。 

 

2)工事計画その他の事業計画の概要 

(a)道路事業における一般的な環境保全の方針 

1. 沿線住民等に対する、大気質、騒音、振動等の影響の更なる低減のため、文教・公共

施設や既存集落等の環境の保全に配慮が必要な施設との離隔に極力配慮するととも

に、構造等による工夫についても検討する。 

2. 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全の観点から、重要な種等の生息・生育

地の改変を極力回避・低減できるよう配慮する。 

3. 外来種による生態系の攪乱を防止するため、既存種による緑化など極力在来植生に

よる緑化に努める。 

4. 人と自然との豊かな触れ合いの確保の観点から、野外レクリエーションの場、里山等

の身近な触れ合い活動の場、歴史的町並みや祭祀等の場など多様な触れ合い活動の

場の確保に配慮するとともに、主要な眺望景観を損なわないよう極力配慮する。 

5. 一定規模以上の建設機械は排出ガス対策型機械、低騒音型、低振動型の機械を採用す

る。 

6. 作業者に対し、建設機械の集中稼働や不要なエンジン稼働を避ける等の作業方法の

指導を行う。また、工事用車両についてアイドリングストップの励行や法定速度の遵

守、規定積載量の遵守、整備・点検の実施等の運行方法に対する指導を行う。 

7. 工事中における重要な動植物の生息・生育環境への影響を極力回避・低減するため、

工事用道路や工事施工ヤードによる改変を極力小さくするよう努める。 

8. 工事受注者に対し、工事用車両の運行ルートの設定にあたっては、2 車線以上を有す

る主要な道路を利用するなど、できる限り環境に影響の少ないルート設定に努める

とともに、工事用車両の集中を避ける運行計画とするよう指導する。 



 

3-7 

9. 民家等の保全対象に近接する箇所においては、工事施工ヤードにおける散水や、必要

に応じて工事用道路における工事用車両のタイヤ洗浄を行う。 

10.実施区域が周知の埋蔵文化財包蔵地を通過する場合、または工事中に埋蔵文化財が

発見された場合には、「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日法律第 214 号）の規定

に基づき対処する。 

11.工事中に汚染土壌の存在に係る情報及び事実が確認された場合には、「土壌汚染対策

法」（平成 14 年 5 月 29 日法律第 53 号）の規定に準じて対処する。 

12.建設工事に伴う副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45

年 12 月 25 日法律第 137 号）、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成 3 年 4

月 26 日法律第 48 号）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年

5 月 31 日法律第 104 号）、「宅地造成及び特定盛土等規制法」（昭和 36 年 11 月 7 日法

律第 191 号、最終改正：令和 4 年 5 月 27 日法律第 55 号）の規定に基づき再利用に

努めるとともに適正に処理する。 

13.施工段階における環境負荷の少ない建設機械の使用、工事用車両のアイドリングス

トップや省資源・省エネルギーに配慮した建設資材の使用等を採用することにより、

温室効果ガス発生量の削減に積極的に努める。 

 

(b)当該事業における基本的な環境保全の方針 

1.河川内での工事を行う場合には、瀬替え施工を基本とするが、仮締め切り工法を採

用する場合には、仮締め切り工区内にてコンクリートを十分乾燥させ、締め切りを

開放する際には河川下流側のｐＨに異常が生じないことを確認するなど、水質、動

物、植物、生態系への影響の低減に努める。 

2.建設発生土の仮置き等、工事の実施に伴って発生する濁水の影響を低減するため

に、沈砂地等の濁水処理施設で処理した後に公共用水域に放流することにより、水

質への影響の低減に努める。 
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3.3 その他の都市計画対象道路事業に関する事項 

3.3.1 都市計画対象道路事業の経緯 

(1)構想段階評価の流れ 

名古屋三河道路は、知多地域及び西三河地域を東西に貫く高規格道路であり、名古屋港や

中部国際空港へのアクセス性を高めるほか、伊勢湾岸自動車道とのダブルネットワーク機能

により、国土強靱化にも資する重要な道路である。 

令和 3 年 3 月に国及び県の新広域道路交通計画において高規格道路（調査中）に位置付け

られ、このうち西知多道路から名豊道路までの区間について、令和 4 年度から県が「概略ル

ート・構造の検討」を実施し、図 3-3 に示すとおり、アンケート等の意見聴取を 2 回行うと

ともに、「名古屋三河道路有識者委員会」を 3 回実施した。 

昨年 12 月にはルート帯及びインターチェンジ検討位置を示した対応方針（案）を公表し、

計画段階環境配慮書の手続きを経て、対応方針を決定した。 

 

 

図 3-3 有識者委員会における審議経過 

 

(2)第 1 回名古屋三河道路有識者委員会の審議内容 

第 1 回名古屋三河道路有識者委員会において、構想段階評価手続きの進め方を確認し、こ

れまでの検討状況及び地域の状況を明確化しつつ、図 3-4 に示す道路交通の現状と課題、将

来像等を踏まえ、4 つの政策目標(案)を設定した。設定した政策目標(案)は図 3-5 に示すと

おりである。 

地域への意見聴取(第 1 回)の方法についても検討し、これを踏まえ、地域の課題や道路に

求められる機能・役割について、アンケート・ヒアリングを行った。

令和3年度
第1回

名古屋都市圏
環状機能検討会

第1回
有識者委員会

第1回
意見聴取

第2回
有識者委員会

第2回
意見聴取

第3回
有識者委員会

対
応
方
針
の
決
定
（
概
略
ル
ー
ト
、
構
造
）

〔目的〕
名古屋港をはじ
めとした効率的な
物流交通確保に
向け、名古屋都
市圏環状機能強
化の検討を実施

〔検討結果〕
名古屋三河道路
の概略ルート・構
造の検討に着手
地域課題の早期
解決に向けて、西
知多道路～国道
23号名豊道路を当
面の優先整備区
間に設定し、路線
検討は県が実施
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企業 等
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構想段階評価 



 

 

 
出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和4年12月14日) 第1回構想段階評価資料 

図 3-4（1） 道路交通の現状と課題(①-1)  
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出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和4年12月14日) 第1回構想段階評価資料 

図 3-4（2） 道路交通の現状と課題(①-2)  
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出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和4年12月14日) 第1回構想段階評価資料 

図 3-4（3） 道路交通の現状と課題(②)  
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出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和4年12月14日) 第1回構想段階評価資料 

図 3-4（4） 道路交通の現状と課題(③)  
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出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和4年12月14日) 第1回構想段階評価資料 

図 3-4（5） 道路交通の現状と課題(④)  
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出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和4年12月14日) 第1回構想段階評価資料 

図 3-4（6） 道路交通の現状と課題(⑤-1)  
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出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和4年12月14日) 第1回構想段階評価資料 

図 3-4（7） 道路交通の現状と課題(⑤-2)  
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出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和4年12月14日) 第1回構想段階評価資料 

図 3-5（1） 地域の課題を解決する政策目標(案) 
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出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和4年12月14日) 第1回構想段階評価資料 

図 3-5（2） 地域の課題を解決する政策目標(案) 
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(3)第 2 回名古屋三河道路有識者委員会の審議内容 

＜政策目標の設定＞ 

第 1 回意見聴取の結果（地域の課題に関すること）をまとめ、政策目標は妥当であると確

認した(政策目標の設定)。第 1 回意見聴取の結果は図 3-7(1)～(2)に示すとおりである。 

＜位置等に関する複数案の設定＞ 

政策目標を達成するために考えられる対応策として、図 3-6 に示すとおり複数の対応方針

(原案)を設定した。設定にあたっては、経済面、社会面、地形・地質条件、自然環境、生活

環境などを踏まえて、以下に示す 3 案を選定した。 

◆A 案：起終点間の速達性を重視した最短距離の自動車専用道ルート（約 19km） 

◆B 案：起終点間の速達性と沿線の生産拠点へのアクセス性の向上の双方を考慮した自

動車専用道ルート（約 20km） 

◆C 案：コストを抑えながら起終点間の既存ルートの交通容量を拡大し、速達性向上を

図る現道強化ルート（約 23km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和5年12月11日) 第2回構想段階評価資料 

図 3-6 設定した対応方針(原案)複数案 

 

比較ルート帯案(複数案)に対する意見聴取の方法について検討し、対策案(ルート帯案)を

検討する際に重視すべき項目、配慮すべき項目などについてアンケート・ヒアリングを行っ

た（第 2 回意見聴取）。  
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○調査目的 

名古屋三河道路の計画を進めるにあたり、地域の交通課題、名古屋三河道路に求められる

道路の役割等について把握することを目的とした。 

○調査方法・調査期間・配布回収数（意見聴取 1 回目） 

意見聴取期間は令和 5 年 3 月 1 日～4 月 30 日とし、郵送配布・留置き・オープンハウス・

インタビューの 4 種類の方法でのアンケート調査、また地方公共団体や経済・産業団体な

どの各種団体・関係機関に対してヒアリング・アンケートを実施した。調査方法及び配布・

回収数は以下のとおりである。 

 

 

 

図 3-7 (1) 地域の意見聴取 1回目(課題・道路の役割)  

地域の意見聴取 1 回目（地域の交通課題・道路に求められる役割等） 

出典：名古屋三河道路有識者委員会 (令和5年12月11日) 第2回構想段階評価資料 
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○調査結果及び分析等（意見聴取 1 回目） 

アンケートやヒアリング結果から得られた意見聴取の結果を踏まえ、政策目標は妥当であ

ると確認された。 

 

 

図 3-7 (2) 地域の意見聴取 1回目(課題・道路の役割) 

  

出典：名古屋三河道路有識者委員会 (令和5年12月11日) 第2回構想段階評価資料 

地域の意見聴取 1 回目（地域の交通課題・道路に求められる役割等） 
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(4)第 3 回名古屋三河道路有識者委員会の審議内容 

＜ルート帯検討において重視すべき事項、配慮すべき事項＞ 

第 2 回意見聴取の結果（ルート帯案に関すること）をまとめ、ルート帯案検討において重

視すべき事項、インターチェンジの配置を検討する際に配慮すべき事項等を確認した。第 2

回意見聴取の結果は図 3-8 (1)～(2)に示すとおりである。 

＜構想段階評価の比較評価の結果＞ 

意見聴取では、ルート帯案を考える際に重視すべき項目に基づき複数案の比較評価を行っ

た。複数案の比較評価は、図 3-9 に示すとおりである。 

比較評価の結果、モノづくり産業が発達している本地域において、国際拠点港湾である名

古屋港や中部国際空港への速達性や定時性が向上し、生産拠点や防災拠点等へのアクセス性

に最も優れるとともに、周辺道路の渋滞緩和や交通事故発生リスクの低減も期待できる「B

案：南側ルート」を対応方針（案）とした。対応方針（案）は、図 3-10 に示すとおりであ

る。 

また、インターチェンジについては、主要な幹線道路と接続するとともに、名古屋港、中

部国際空港、産業集積地へのアクセス性の向上や、市街地や防災拠点へのアクセス性にも考

慮した検討位置とし、浸水等の災害時における機能確保に配慮する。 

なお、その他事項として、以下の配慮が挙げられた。 

・具体的な道路構造の検討に際し、名古屋三河道路が伊勢湾岸自動車道等の高速道路ネッ

トワークと一体となって効果を発揮する道路であることを踏まえるとともに、生活環境

（大気質、騒音等）への影響、家屋の移転、自然環境、景観への影響、工事中の現道交

通への影響をできる限り少なくし、コスト縮減等に配慮する。 

・インターチェンジの検討にあたって、アクセス道路との接続箇所付近において、渋滞を

引き起こすことの無いよう配慮する。 
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○調査目的 

名古屋三河道路の計画を進めるにあたり、決定された政策目標を達成するためのルート帯

案を比較・検討する際に重視すべき事項や配慮すべき事項等について把握することを目的

とした。 

○調査方法・調査期間・配布回収数（意見聴取 2 回目） 

意見聴取期間は令和 6 年 2 月 1 日～3 月 29 日とし、郵送配布・留置き・Web・オープンハ

ウス・インタビューの 5 種類の方法での、一般道路利用者へのアンケート調査、また地方公

共団体や経済・産業団体などの各種団体・関係機関に対して郵送配布・Web でのアンケート

調査を実施した。調査方法及び配布・回収数は以下のとおりである。 

 

 

図 3-8(1) 地域の意見聴取 2 回目(重視すべき事項) 
  

地域の意見聴取 2 回目(重視すべき事項等） 

出典：名古屋三河道路有識者委員会 (令和6年12月9日) 第3回構想段階評価資料 
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○調査結果及び分析等（意見聴取第 2 回目） 

アンケートやヒアリング結果から、ルート帯案を比較検討する際に重視すべき事項、配慮

すべき事項等について以下のとおり確認された。 

 

 

  

図 3-8 (2) 地域の意見聴取 2回目(重視すべき事項) 

 

 

出典：名古屋三河道路有識者委員会 (令和6年12月9日) 第3回構想段階評価資料 

地域の意見聴取 2 回目(重視すべき事項等） 
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出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和6年12月9日) 第3回構想段階評価資料 

図 3-9 名古屋三河道路 複数案の比較評価  
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出典：名古屋三河道路有識者委員会(令和6年12月9日) 第3回構想段階評価資料 

図 3-10 名古屋三河道路 対応方針（案） 


